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Ⅰ はじめに

この手引は、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 年法律第 号。以下14 87
「法」という。）に基づく解体業及び破砕業の許可申請について、申請書、添付書類の作成方

法等を明確にし、申請者が許可申請の事務を円滑に実施できることを目的として、作成したも

のです。

注 意

許可申請書は事前に書類審査を受けてください。詳しくは下記相談窓口に

お問い合わせください。

Ⅱ 申請方法

相談・申請窓口1
申請に係る相談及び申請書の受付は、県内４ヶ所の総合事務所で行っており、相談・申

請を行う総合事務所は、処理施設の設置場所を管轄する総合事務所です。

※鳥取県内には、政令市及び保健所設置市はありません。

※更新に係る許可申請は、当初許可申請された総合事務所で行ってください。

なお、当初許可申請をされた総合事務所をお忘れになった場合は、 ページ「解体業及び27
破砕業の許可証に記載の許可番号について」を参考にされるとわかります。

総合事務所名 所 在 地 電話番号 管轄区域

東部総合事務所 〒 ( ) 鳥取市、岩美郡680-0061 0857 22 3668
鳥取市立川町六丁目 八頭郡176

中部総合事務所 〒 ( ) 倉吉市、東伯郡682-0802 0858 23 3148
2倉吉市東巌城町

西部総合事務所 〒 ( ) 米子市、境港市683-0054 0859 31 9323
米子市糀町一丁目 西伯郡、日野郡160
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提出方法2
（１） 申請書の提出は、申請者本人、又は申請書を作成した方が持参してください。（内容が

確認できない場合、受理できないことがあります。）

（２） 郵送による申請は、更新申請以外は、原則受け付けておりません。

（３） 提出にあたっては、あらかじめ提出先に連絡の上、来所してください。

（４） 更新許可申請は、許可期限の ヶ月前を目安としてください。2

事務処理期限3
申請書が受け付けられてから、許可等の処分がなされるまでの標準的な事務処理期限

（審査期間）は、次のとおりです。（審査内容によっては、下記の期間より長くなる場合があり

ます。）

許 可 区 分 新 規 変 更 更 新

51 51解体業

51 51 51破砕業

Ⅲ 申請書の作成
留意事項1
（１） 申請書及び添付書類については、申請窓口において配布しております。（申請書及び

県指定様式は、県ホームページ（ ）の循環型社会推進URL:http://www.pref.tottori.jp/
課のホームページからダウンロードできます。）

（２） 添付書類は、 版の大きさとしてください。なお、登記簿・住民票等大きさの決まってA4
いるもの、図面等で 版であると内容が判別できない場合は、 版以外の大きさの用A4 A4
紙でも構いません。

（３） 記入に当たって、色分けを行う場合は蛍光ペンは使用せず、色鉛筆等長期間保存して

も色が消えないもので記入してください。

（４） 申請書及び添付書類の綴り込みは、「 添付書類」に従って並べ、左側に二穴パン3
チで穴を開け、ひも綴じしてください。（テープ、ファイル、ステープラ等では綴じないでく

ださい。）

（５） 印鑑は、実印を使用するものとし、記載事項を訂正した場合は、必ず訂正印を押印して

ください。（印鑑証明の添付は不要。）

（６） 申請書の記載に当たっては、「 記載例」を参考に記載してください。4
（７） 提出前には、 ページ「申請書・添付書類チェックシート」により、記載内容を必ず確認=
し、誤記入、記入漏れ、必要添付書類の未添付がないようにしてください。

（８） 許可申請書手数料は、鳥取県収入証紙で納入することとなりますが、申請書が受け付

けられることを確認した後、購入してください。

なお、手数料額は、申請窓口において確認してください。
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提出部数2

新 規 変 更 更 新
許 可 区 分

正本 副本 正本 副本 正本 副本

解体業 １ １1 1

破砕業 １ １ １1 1 1

) 正本とは：1
① 公的機関で発行している書類については、発行書類そのもの。

② ①以外で原本を添付できる書類については、原本そのもの。

③ ①以外で原本を添付できない書類については、コピーしたもの。

) 副本とは： 正本をコピーしたもの。2
) 副本の 部は、許可又は不許可の処分を行った際に返却します。3 1

添付書類3
（１） 各申請書に必要な添付書類は、 ページ「申請書・添付書類一覧表」のとおりです。5
（２） 県指定様式については、所用の事項が全て記載されていれば類似様式、他県の様式

であっても差し支えありません。

（３） 添付書類を綴り込む順番は、申請書・添付書類一覧表の№ から順に綴り込んでくだ1
さい。（申請書の次に№ 、№ ・・・と添付書類がくるようにしてください。）2 3
（４） 各分類の最初の書類には、インデックスを貼付し、インデックスには「分類」欄に記載し

ている内容を記入してください。

（５） 次の場合、添付書類の訂正、追加提出を求める場合があります。この場合、必要となる

書類の提出は、総合事務所の担当者がお知らせします。

・添付書類の不備

・申請書及び添付書類だけでは許可基準に適合しているかどうか判断できない場合

（６） 次表の許可申請を同時に行う場合、次表右欄の書類のうち各申請書に共通するもの

は、各申請書のうちひとつに添付されていれば、他の申請書については、省略しても差し

支えありません。ただし、省略する場合は、省略した申請書に、省略する添付書類の標題

と原本がどの申請書に添付してあるかを記載した書類を添付してください。

許 可 区 分 添 付 書 類

解体業 「申請書・添付書類一覧表」のうち、次の書類

破砕業 № ～ ：土地関係の書類9 11
№ ：標準作業書（解体業及び破砕業を兼ねたものに12

限る）

№ ～ ：会社関係の書類13 14
№ ～ ：住民票等の書類15 20
№ ～ ：財務の書類21 27
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（７） 次の添付書類は、許可更新、変更許可に係る申請において、その内容に変更がない

場合に限り、省略することが出来ます。ただし、省略する場合は、省略する添付書類の標

題と省略の理由を記載した書類を添付してください。

○「申請書・添付書類一覧表」のうち、

・№ ～ ：施設関係の書類5 8
・№ ～ ：土地関係の書類9 11

（８） 既に産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設を事業の用に供する施設として使

用する場合は、申請書・添付書類一覧の№ ～ の添付は必要ありません。7 8



【解体業・破砕業許可申請書・添付書類一覧】

申請者の別

個人 法人
分 類 № 提 出 書 類

申請書 解体業・破砕業許可申請書（第 面～第 面） ●1 1 3
誓約書 誓約書 ●2
事業計画 事業計画書 ●3

収支見積書 ●4
施設関係 事業の用に供する施設の概要書 ◆5

施設付近の見取図 ●6
施設の配置図 ◆7
施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書 ○8

土地関係 不動産登記法第 条規定の地図又は公図 ○9 17
土地、建屋の登記事項証明書 ○10
土地、施設、建屋の使用承諾書 ○11

1維持管理 標準作業書 ◇12 注

会社関係 定款又は寄付行為 － ○13
申請法人の登記事項証明書 － ○14

住民票等 申請者の住民票､登記事項証明書､外国人登録証明書(外国人の場合) ○ －15
法定代理人の住民票、登記事項証明書、外国人登録証明書（外国人の場合）：申請者が未 ○ －16
成年の場合

役員の住民票、登記事項証明書、外国人登録証明書（外国人の場合） － ○17
株主等の住民票､登記事項証明書､外国人登録証明書(外国人の場合) － ○18
株主等の登記事項証明書 － ○19
使用人の住民票､登記事項証明書､外国人登録証明書(外国人の場合) － ○20

注２財務 法人税の納税証明書：直前 年の各事業年度分 － ◇21 3
注２22 3貸借対照表：直前 年の各事業年度分 － ◇

注２23 3損益計算書：直前 年の各事業年度分 － ◇

確定申告書（写）：直前 年の各事業年度分 ◇ －24 3 注２

確定申告書の「所得の金額に関する明細書」：直前 年の各事業年度分 ◇ －25 3 注２

所得税の納税証明書：直前 年分 ◇ －26 3 注２

資産調書 ◇ －27 注２

※記号の意味：●法定書類（指定様式あり：申請書以外は本県指定様式）、○法定書類（指定様式なし）、◆法定外の本県独

自の添付書類（指定様式あり）、◇法定外の本県独自の添付書類（指定様式なし）

注 ：標準作業書の記載事項を申請書に記載できない場合は標準作業書の写しを添付してください。1
注 ：詳細事業計画書・収支見積書（様式 ～ ）及び財務に関する書類は、業を継続することが明らかに困難でないか2 2-1 2-3

どうかを判定するためであり、通常の事業者は不要です。使用済自動車等を保管の上限を超えて大量に保管している事

業者のみ添付してください。

記載例等4
申請書・添付書類の記載に当たっては、記載例・作成例（新たに解体業、破砕業の許可を

取得する場合としております。）を参考に記載してください。

なお、記載例は申請書、本県指定様式への記入方法を示したものであり、作成例はあくま

でも一例です。
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様式第五号（第五十五条関係） （第１面）

解体業許可申請書

平成 年 月 日○○ ○○ ○○

鳥取県知事 殿

申請者
鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地住 所
○○商会株式会社 代表者氏 名
代表取締役 鳥○ 吉○ 之印

０８５７－○○－○○○○電話番号

使用済自動車の再資源化等に関する法律第６１条第１項の規定により、必要な書類を添えて解体業
の許可を申請します。

事業所の名称及び所在地
○○商会株式会社○○工場名 称
〒680-0001
鳥取県鳥取市○○町○丁目○○番地所在地
TEL 0857-○○-○○○○

別紙のとおり事業の用に供する施設の概要

他に解体業又は破砕業の許可 都道府県・市名 許可番号（申請中の場合にあ
（他の都道府県のものを含む。） っては、申請年月日）
を有している場合にあっては、そ

島根県 20323001001（解体業）の許可番号、（申請中の場合にあ
っては、申請年月日）

他に廃棄物処理法に基づく産業 都道府県・市名 許可番号（申請中の場合にあ
廃棄物処理業の許可（他の都道 っては、申請年月日）
府県のものを含む。）を有している

鳥取県 1001001001（中間処理）場合にあっては、その許可番号
（申請中の場合にあっては、申請
年月日）

１．○○商会株式会社廃車置場解体業を行おうとする事業所以外
鳥取市○○町○○丁目○○番地の場所で使用済自動車又は解体

２．○○商会株式会社米子廃車センター自動車の積替え又は保管を行う
米子市△△町△△丁目△△番地場合には、当該場所の所在地、

面積及び保管量の上限

申請時に、申請窓口で記入してください。

・本県内に複数の事業所がある場合は、全て記載してください。
・事業所ごとに全て記載することとし、当該欄に記載できない場合は 「別、
紙のとおり」と記載し、事業の用に供する施設の概要（別紙１－１）を添
付してください。

・本県内に複数の積替え・保管場所を有する場合、全て記載してください。

記 載 例

-
-

6

法人は法人登記簿謄本、個人は住民票の写しのとおりに記載してください。

№１解体業許可申請書
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（第 面）2
役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧
問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入
すること。）

(ふりがな)
氏 名 役 職 名 住 所

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
代表取締役

鳥○ 吉○
と り△△ よし△△

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
取締役鳥○ ○子

と り△△ △ △ こ

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
取締役鳥○ ○男

と り△△ △ △ お

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
監査役

倉○ 米○
くら△△ よ ね △

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入すること。）
(ふりがな)
氏 名 役 職 名 住 所

法定代理人の氏名及び住所（未成年者である場合に記入すること。）
(ふりがな)
氏 名 住 所

発行済株式総数の 分の 以上の株式を有する株主又は出資の額の 分の 以上の額に相当100 5 100 5
する出資をしている者（法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるときに記入する
こと。）

(ふりがな) 保有する株式の数又
氏名又は名称 住 所 は出資の金額

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地 100株
鳥○ 吉○
と り△△ よし△△

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地 50株
鳥○ ○子
と り△△ △ △ こ

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地 50株
鳥○ ○男
と り△△ △ △ お

（第 面）3
標準作業書の記載事項

保管場所の範囲を明確にし、保管基準を遵守して保管する。積み重ね使用済自動車及び解体自動
る場合は整然と行う。車の保管方法
事故車等油漏出のおそれがある場合は油を抜き取る。
解体作業場（もしくは燃料抜取場所）で実施する。漏出した廃油等は廃油及び廃液の回収、事業
作業場に設置したためますで回収する。所からの流出の防止及び保
場内排水終末に油水分離装置を設置する。管の方法
解体作業及び指定回収物品、事前回収物品は作業手順書により実施使用済自動車又は解体自動
する。車の解体の方法（指定回収

物品及び鉛蓄電池等の回収
の方法を含む。）

油水分離装置及びためますは定期的に清掃を行い、適切に管理する。油水分離装置及びためます
等の管理の方法（これらを設
置する場合に限る。）

産業廃棄物保管場所に一時保管し、許可業者に委託して処分する。使用済自動車又は解体自動
車の解体に伴って生じる廃
棄物（解体自動車及び指定
回収物品を除く。）の処理の
方法

保管場所を設け、油等の漏出がないよう適切に保管する。使用済自動車及び解体自動
車から分離した部品、材料そ
の他の有用なものの保管の
方法

自社の運搬車輌で飛散流出のないよう廃棄物処理基準を遵守して運使用済自動車及び解体自動
搬する。運搬を委託する場合は廃棄物処理法の許可業者に委託する。車の運搬の方法
定期的に点検を行い、破損等がある場合は直ちに補修し、適切に管解体業の用に供する施設の
理する。保守点検の方法
燃料抜取場所及び燃料保管場所は火気厳禁とする。火災予防上の措置
消火器を設置する。

△手数料欄

備考
１ △印の欄は記入しないこと。
２ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。
３ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する施設の概要」の欄を
繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。
４ 「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付する
ことでも可能とする。
５ 「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄については、該当
するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し
て、その書面を添付すること。

６ 「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とす
る。

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
８ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自
署するものとする。

記 載 例

ふりがなの記載漏れがないよう
に注意してください。

住民票、法人の登記簿謄本のと
おりに記載してください。

当該欄に全て記載しきれない場
、「 」 、合は 別紙のとおり と記載し

別紙を添付してください。

次の者がいる場合は、記載してください。
（ 、 ）・本店又は支店の代表者 商人以外の者は 主たる事務所又は従たる事務所

・継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所で、業に係る契約の
締結権原を有する者

№１解体業許可申請書
簡潔に記載してください。



【解体業】

事業計画書及び収支見積書

平成 年 月 日作成○○ ○○ ○○

1－１ 事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休業日、扱う車種を含む ）。

引取業者及びフロン類回収業者（○○自動車等）から引取った使用済自動車（乗用車及び大型車

を解体し、有用部品（エンジン、ドア、バンパー）を回収し、中古部品業者及び金属商等に売却する。

解体作業に伴い発生した廃プラスチック類については産業廃棄物処理業者に委託し処理する。

解体自動車は株式会社○○商事（破砕業者）に引渡す。

各作業は別添フローのとおり

８時～１７時 ５人 日曜日・祝祭日業務時間 従業者数 休業日

１－２ 使用済自動車等の引取実績及び計画

年 度 １４年度実績 １５年度実績 １６年度実績 許可取得後

（３年前） （２年前） （１年前） の年間計画

４８０台 ５１０台 ５００台 ７００台引取台数

○×販売（株） ○×販売（株） ○×販売（株） ○×販売（株）主な引取先

○○自工（株） ○○自工（株） ○○自工（株） ○○自工（株）

１－３ 解体実績（乗用車）

年 度 １４年度実績 １５年度実績 １６年度実績

（３年前） （２年前） （１年前）

４９０台 ５００台 ５００台年間処理実績

２８０日 ２８０日 ２８０日年間稼動日数

１．８台／日 １．８台／日 １．８台／日平均処理実績

１－４ 解体能力

１日当処理能力 稼動予定日数 年間処理能力

３ 台／日 ２８０ 日 ８４０ 台

１－５ 保管の状況

使用済自動車 解体自動車

５０ 台 ５０ 台保管量の上限 保管量の上限

（ 台） （ ３０ 台 ）

８０ 台 ２５０ 台現在の保管量 現在の保管量

（ 台） （ １００ 台 ）

※事業所以外の場所で保管している場合は、その台数を内数で（ ）に記入すること。

- -8

申請する事業計画を簡潔明瞭に記載してください。

記 載 例

№
２

事
業
計
画
書



１－６ 年間収支見積書

前年度（平成 年） 今年度の見込み○○
（決算月： 月） （決算月： 月）○ ○

項 目
年度計（千円） １台当（円） 年度計（千円） １台当（円）

１６，０００ ３２，０００ ３２，４５０ ４１，６０３売上高（全体） ア （総売上収入）

－２，５００ －５，０００ －１，４００ －２，０００売上原価 イ （使用済自動車等購入費）

１６，５７５ ３３，１５０ １９，６８５ ２５，２３７その他の経費 ウ

７５０ １，５００ １，１７０ １，５００うち廃棄物処理経費 エ

１，９２５ ３，８５０ １４，１６５ １８，３６５営業収益 オ＝ア－イ－ウ

－６００ －１，２００ －６７９ －９７０営業外損益 カ

１，３２５ ２，６５０ １３，４８６ １７，３９５経常利益 キ＝オ＋カ

使用済自動車等年間引取台数 台 台５００ ７００

使用済自動車等年間処理台数 台 台５００ ７８０

（参考） （千円）

前年度末 現 在

５，０００ ４，０００負債総額（年度末残高）

（注）１ 「１台当」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ること。
２ 使用済自動車等購入費は購入費をプラス、引取・処分料金を徴収した分はマイナスで計上すること。

引取料、処分料を徴収した場合は「－」で記入して
ください。

「損」の場合はマイナスで 「益」の場合は、
プラスで記載してください。

記 載 例

-
-
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「 」 、 、１台当 額は 売上原価は引取台数で
その他は処理台数で割ること。



【解体業】

事業計画書及び収支見積書
平成 年 月 日作成○○ ○○ ○○

２－１ 不適正に大量に保管している解体自動車等の処理計画

使用済自動車（８０台）保管量上限を超過している廃棄物の

解体自動車（２５０台）種類（全て記載）（注）

廃バッテリー（１０００個）

廃タイヤ（２０００本）

使用済自動車は自社で解体する。保管量上限を超過している廃棄物の

解体自動車は所有するユニック車で破砕業者に搬出し、有価搬出の方法

物として売却する。

廃バッテリーは、リサイクルルートに載せ再生業者に引渡す。

廃タイヤは参産業廃棄物として委託処理する。

解体自動車：○○金属㈱（○市○町△丁目）搬出先の所在地及び名称

廃バッテリー：□□精錬㈱（○市×町）

廃タイヤ：○○セメント㈱△△工場（○市○町）

解体自動車：破砕処理（○○金属㈱）搬出先での処理の方法

廃バッテリー：中和、溶融（資源化）（□□精錬㈱）

廃タイヤ：焼却、燃料（○○セメント㈱）

解体自動車：２５０台／年（保管分、月２０台）年間搬出予定量

廃バッテリー：１０００個／年（保管分）（種類別）

廃タイヤ：２０００本／年（保管分）

解体自動車：３０台／月、４００台／年過去１年間の年間搬出実績

廃バッテリー：３００個／年（種類別）

廃タイヤ：１０００本／年

平成１８年３月３１日改善完了予定年月日

搬出費用 ○○万円改善に係る予定費用

処分費用 △△万円

販売費用 □□万円 計○△□万円

自己資金 ○○万円改善にかかる資金の調達先

○○銀行からの借入れ ○○万円

○○農協からの借入れ ○○万円 計○○○万円

（注）使用済自動車、解体自動車以外の廃棄物がある場合には、その保管量も記入すること。

自動車以外の廃棄物がある場合は、全て記載する
こと。

- -10

。予定費用と資金の調達額は同額とすること

記 載 例

№
２

事
業
計
画
書



【解体業】

２－２ 詳細収支見積書（許可取得後１年間）

（１）総括表

単 位

１１，３００自動車解体業による利益 （２）表ア 千円

－２，２００保管解体済自動車に係る処分費用 （２）表イ 千円

１３，５５０差引 千円

差引がマイナスの場合の対応

（上記が借入金の場合の借入先）

（２）収益の計算表
単 位

２３，０００有用部品売却益（１台当平均） Ａ 円
５，０００使用済自動車等引取料金収入（１台当平均） Ｂ 円

－９，０００解体自動車等処分費（１台当平均） Ｃ 円
２２，０００解体作業工賃及び管理費（１台当平均） Ｃ’ 円
７００新規引取・使用済自動車年間処理台数 Ｄ 台

１０，５００新規引取・使用済自動車当利益 Ｅ＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｃ’）×Ｄ 千円
８０保管使用済自動車年間処理台数 Ｆ 台
８００保管使用済自動車等利益 Ｇ＝（Ａ－Ｃ－Ｃ’）×Ｆ 千円

１１，３００自動車解体業による利益 Ｈ＝Ｅ＋Ｇ 千円
２５０保管解体済自動車年間処理台数 Ｉ 台

－２，２５０保管解体済自動車に係る処分費用 Ｊ＝Ｃ×Ｉ 千円

（３）単価（１台当平均）の算出方法
昨年度実績 ２３，０００円/台有用部品売却益 →（２）のＡへ 円
昨年度実績 ５，０００円/台使用済自動車等引取料金 →（２）のＢへ（注１） 円
売却単価 １５，０００円/ｔ×０．６ｔ/台＝９，０００円/台解体自動車処分費 →（２）のＣへ（注２） 円
前年度計 １１，０００千円/５００台＝２２，０００円/台解体作業工賃及び管理費 →（２）のＣへ 円

（注）１ 処分料を徴収して引取っている場合を想定。なお、購入している場合はマイナスで計上する。
２ 処分費を支払って引渡している場合を想定。なお、売却している場合はマイナスで計上する。
３ 過去直近３年間の決算書（個人の場合は所得税納税申告書及び納税証明書）を添付する。

記 載 例

処分 費を 徴収し て引取

っている場合を想定。

-
-

11

№３収支見積書

処分費を支払って引渡している場合を想定。売却の場合

はマイナス。



-
-

12

【解体業】

２－２ 詳細収支見積書（つづき）

詳細収支見積書附表

直近期の実績 単 価
項 目 （千円） 単位 主な引取先、引渡先又は売却先 備 考

１１，５００ ２３，０００ ○○金属㈱収入 有用物売却収入 円／台
１０，０００ ２０，０００ ○○パーツ㈱エンジン 円／台
８５０ １，７００ ○○パーツ㈱バンパー 円／台
５５０ １，１００ ○○パーツ㈱ドア 円／台
５０ １００ ：： 円／台
５０ １００ ：： 円／台

：
７５０ １，５００ 前年引渡台数○○台エアバッグ類回収料金 円／台

４，５００ ９，０００ ○○金属㈱ 前年輸送台数○○台解体自動車売却収入（注） 円／台
２，５００ ５，０００ ○○販売㈱、○○自工㈱ 前年受託実績○○台使用済自動車処分手数料（注） 円／台

前年引取台数○○台支出 使用済自動車引取費用（注）
廃棄物処分委託手数料（計） 円／台７５５ １，５１０

０ ０ ○○精錬㈱鉛蓄電池
０ ０ ○○セメント㈱タイヤ

１５０ ２５，０００ ○○環境㈱廃油 円／m3
１０５ ３５，０００ ○○環境㈱廃液 円／m3

蛍光管
解体自動車（廃車ガラ）（注）

５００ １，０００ ○○金属㈱廃部品 円／台
：
：
：

その他の廃棄物

（注） １ 決算書等の内容と実際の収入・支出の項目の対比について記入すること。
２ 直近年について作成すること。
３ 使用済自動車を引取業者等から処分委託手数料を徴収して引取っている場合は収入欄に、使用済自動車を買い取っている場合は支出欄に記載すること。
４ 解体自動車を破砕業者に売却している場合は収入欄に、破砕業者に処分費を支払っている場合は支出欄に記載すること。



【解体業・破砕業】

２－３ 資産に関する調書

資産の種別 内 容 数 量 価格・金額（千円）

○○銀行 ６０，０００現金預金

有価証券

○○金属㈱ ３０，０００未収入金

○○パーツ㈱ １５，０００売掛金

受取手形

事務所、倉庫、作業所 ３０，０００土地

ギロチン、シャー、プレス機 １６０，０００建物

運搬車輌 １０，０００備品

車輌

その他

３０５，０００資 産 計

資産の種別 内 容 数 量 価格・金額（千円）

○○銀行 １００，０００長期借入金

短期借入金

○○解体㈱ １０，０００未払金

預り金

前受金

買掛金

支払手形

その他

１１０，０００負 債 計

（注）前年度の決算書（賃借対照表を含む）を添付する場合は、作成不要。

記 載 例

- -13

№
3 1

資
産
に
関
す
る
調
書



【解体業・破砕業】

事業の用に供する施設の概要書

事業所の名称及び所在地

○○解体株式会社○○工場名 称

〒680-0001
○○市○○町○○丁目○○番地、○○番地、○○番地所 在 地
０８５７－○○－○○○○

付近の見取図
別紙のとおり及び配置図

施 設 名 番号等 規 格 ・ 能 力 等

解体作業場（兼燃料抜取場所） １ ○○㎡、床面：鉄筋コンクリート○ｍｍ、
建屋内、壁有

使用済自動車保管場所 ２ ○○㎡、床面：土

解体自動車保管場所 ３ ○○㎡、床面：土

廃バッテリー保管施設 ４

廃油保管施設 ５ ドラム缶

廃液保管施設 ６ ドラム缶

エアバッグ類保管施設 ７

廃タイヤ保管施設 ８ ○○㎡

部品保管施設 ９ ○○㎡、床面：鉄筋コンクリート○ｍｍ、
建屋内、壁有

ニブラ １０ ○○会社製ＡＺ－○○○

油水分離槽 １１ １基（３槽）、○ｍ×○ｍ×○ｍ

（注）１ 付近の見取図及び場内の配置図を添付してください。
２ 保管場所は写真及び保管上限の計算書を添付してください。
３ 解体作業場、燃料抜取場所及び部品保管場所は構造図及び写真を添付してくださ
い。
４ 油水分離槽は構造図及び写真を添付してください。
５ ニブラ等は写真を添付してください。

記 載 例

施設名、配置図に対応した番号、面積・
保管容器等の能力を記載してください。

面積、床面の状況等記載してください。

№
４

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
概
要

－ －14

複数に分筆された土地を使用する場合は
全ての地番を記載してください。



【解体業・破砕業】

施設の写真

解体作業場（兼燃料抜取場所）施設の名称

（写真を貼付）

油の流れ）（

○○㎡
床：鉄筋コンクリート
○○ｍｍ ○○ｍ

溝油水分離槽へ

○○ｍ

建屋内（屋根、壁有）

作 成 例

、 、 。長さ 面積 床面の状況等記載してください

－ －15

漏れた廃油の流れ等を記
載してください。

№
４

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
概
要

事業のように供する施設の概要で記載した各施設について作成してください。



【解体業・破砕業】

解体事業所以外での積替保管場所

事業所の名称及び所在地

○○解体株式会社○○工場名 称

〒680-0001
○○市○○町○○丁目○○番地所 在 地
０８５７－○○－○○○○

付近の見取図
別紙のとおり及び配置図

使用済自動車保管場所
面積：○○㎡面積及び保管上限
最大保管容量：○○台

最 大 保 管 量 の 計 算 書

面積：○○㎡、２段積み
台数：○○台（○○台×２段）

囲い：鉄板、高さ２ｍ

スライドドア
（鉄製）

出入口 ○○ｍ

○○ｍ

床：鉄筋コンクリート○○ｍｍ

（注）１ 付近の見取図及び場内の配置図を添付してください。
２ 保管場所は写真を添付してください。

囲いの状況（材質、構造、高さ等）を具体的
に記載してください。

保管場所を区切る等具体的な保管方法を図示
してください。

。床面の状況を記載してください

。門扉の状況を記載してください

作 成 例
№
４

事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
概
要

－ －16

。保管能力の根拠を記載してください



【解体業・破砕業】

施 設 配 置 図 （ ）S=1:200

門扉（ ） 県道○○○線H=1.8m
鋼製ネットフェンス（ ） 鋼製ネットフェンスH=1.8m

保管施設の表示

出入口
トラックスケール ⑧ 廃タイヤ置場3m

管理事務所 プレス機
10m

7.5m 6m
建屋

解体業の標識

プレス保管場所A
5m

③ ④⑦⑨25m
3m白線 解体自動車保管場所 部品保管場所

保管施設の表示

② 使用済自動車保管場所
12m① 解体作業場

㎡、 台10m 250 100
㎡180

⑪ 油水分離槽
⑤⑥
廃油・廃液等置場

25m 15m
45m

№７施設配置図

作 成 例

排水経路を記載してください。-
-

17

標識・表示の位置を
記載してください。



-
-
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申請時に、申請窓口で記入してください。

法人は法人登記簿謄本、個人は住民票の写しのとおりに記載してください。

・本県内に複数の事業所がある場合は、全て記載してください。
・事業所ごとに全て記載することとし、当該欄に記載できない場合は 「別、
紙のとおり」と記載し、事業の用に供する施設の概要（別紙１－１）を添
付してください。

様式第五号（第六十条関係） （第１面）

破砕業許可申請書

平成 年 月 日○○ ○○ ○○

鳥取県知事 殿

申請者
鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地住 所
○○商会株式会社 代表者氏 名
代表取締役 鳥○ 吉○ 之印

０８５７－○○－○○○○電話番号

使用済自動車の再資源化等に関する法律第６８条第１項の規定により、必要な書類を添えて破砕業
の許可を申請します。

事業の範囲

事業所の名称及び所在地
○○商会株式会社○○工場名 称
〒680-0001
鳥取県鳥取市○○町○丁目○○番地所在地
TEL 0857-○○-○○○○

別紙のとおり事業の用に供する施設の概要

当該施設について廃棄物処理施
平成１７年６月６日 第 ２００２００２００２ 号設の設置の許可を受けている場

合には、その許可の年月日及び
許可番号

他に解体業又は破砕業の許可 都道府県・市名 許可番号（申請中の場合にあ
（他の都道府県のものを含む。） っては、申請年月日）
を有している場合にあっては、そ

鳥取県 20313001001（解体業）の許可番号、（申請中の場合にあ
っては、申請年月日）

他に廃棄物処理法に基づく産業 都道府県・市名 許可番号（申請中の場合にあ
廃棄物処理業の許可（他の都道 っては、申請年月日）
府県のものを含む。）を有している

鳥取県 1001001001（中間処理）場合にあっては、その許可番号
（申請中の場合にあっては、申請
年月日）

記 載 例



（第 面）2
１．○○商会株式会社廃車置場破砕業を行おうとする事業所以外
鳥取市○○町○○丁目○○番地の場所で解体自動車又は自動車

２．○○商会株式会社米子廃車センター破砕残さの積替え又は保管を行
米子市△△町△△丁目△△番地う場合には、当該場所の所在地、

面積及び保管量の上限

役員の氏名及び住所（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧
問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。法人である場合に記入
すること。）

(ふりがな)
氏 名 役 職 名 住 所

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
代表取締役

鳥○ 吉○
と り△△ よし△△

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
取締役

鳥○ ○子
と り△△ △ △ こ

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
取締役

鳥○ ○男
と り△△ △ △ お

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地
監査役倉○ 米○

くら △△ よ ね △

令第５条に規定する使用人の氏名及び住所（当該使用人がある場合に記入すること。）
(ふりがな)
氏 名 役 職 名 住 所

法定代理人の氏名及び住所（未成年者である場合に記入すること。）
(ふりがな) 本 籍
氏 名 住 所

発行済株式総数の 分の 以上の株式を有する株主又は出資の額の 分の 以上の額に相当100 5 100 5
する出資をしている者（法人である場合において、当該株主又は出資をしている者があるときに記入する
こと。）

(ふりがな) 保有する株式の数又
氏名又は名称 住 所 は出資の金額

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地 100株
鳥○ 吉○
と り△△ よし△△

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地 50株
鳥○ ○子
と り△△ △ △ こ

鳥取県鳥取市東町○丁目○○番地 50株
鳥○ ○男
と り△△ △ △ お

（第 面）3
標準作業書の記載事項

保管場所の範囲を明確にし、保管基準を遵守して保管する。解体自動解体自動車の保管方法
車以外の他の廃棄物が混入しないように留意する。

生活環境の保全上支障がないように留意し、手順書により破砕前処解体自動車の破砕前処理を
理を行う。解体自動車以外の他の廃棄物が混入しないように留意す行う場合にあっては、解体自
る。動車の破砕前処理の方法

生活環境の保全上支障がないように留意し、手順書により破砕前処解体自動車の破砕を行う場
理を行う。解体自動車以外の他の廃棄物が混入しないように留意す合にあっては、解体自動車
る。の破砕の方法

油水分離装置の清掃を定期的に実施し、適切に管理する。排水処理施設の管理の方法
（排水処理施設を設置する
場合に限る。）

保管基準に従い、ＡＳＲが飛散・流出しないように適切に保管する。Ａ解体自動車の破砕を行う場
ＳＲ以外の異物の混入がないよう区分して保管する。合にあっては、自動車破砕

残さの保管の方法

自社の運搬車輌で処分基準に従い運搬する。解体自動車の運搬の方法

自社の運搬車輌でＡＳＲ以外の異物の混入及びＡＳＲが飛散・流出し解体自動車の破砕を行う場
ないよう処分基準に従い運搬する。合にあっては、自動車破砕

残さの運搬の方法

定期的に点検を実施し、破損等がある場合は直ちに補修し、適切に管破砕業の用に供する施設の
理する。油漏れ等がないことを確認する。保守点検の方法

燃料を取り扱う場所では火気厳禁とする。消火器を配置する。火災予防上の措置

△手数料欄

備考
１ △印の欄は記入しないこと。
２ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。
３ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」及び「事業の用に供する施設の概要」の欄を
繰り返し設け、事業所ごとに記載すること。

４ 「事業の用に供する施設の概要」の欄については、当該施設の構造を明らかにする図面等を添付する
ことでも可能とする。

５ 「役員の氏名及び住所」の欄その他の氏名又は名称及び住所の記載を要する各欄については、該当
するすべての者を記載することとし、記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載し
て、その書面を添付すること。

６ 「標準作業書の記載事項」の欄については、当該標準作業書の全文の写しを添付することでも可能とす
る。

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
８ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自
署するものとする。

記 載 例

・本県内に複数の積替え・保管場所を
、 。有する場合 全て記載してください

ふりがなの記載漏れがないよう注意し
てください。

当該欄に全て記載しきれない場合は、
「別紙のとおり」と記載し、別紙を添
付してください。

住民票、法人の登記簿謄本のとおりに
記載してください。

次の者がいる場合は、記載してください。
（ 、 ）・本店又は支店の代表者 商人以外の者は 主たる事務所又は従たる事務所

・継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所で、業に係る契約の
締結権原を有する者

。簡潔に記載してください

№１破砕業許可申請書

-
-
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№１破砕業許可申請書



【破砕業】

事業計画及び収支見積書

平成 年 月 日作成○○ ○○ ○○

1－１ 事業の全体計画（業務を行う時間、従業員数、休業日、扱う車種を含む ）。

解体業者から解体自動車を引取り、シュレッディングマシンで破砕後、鉄、非鉄、ＡＳＲに分別する。

一部解体自動車をプレスして鉄スクラップ原料とする。分別・処理した物品の扱いは次のとおり。

○鉄・・・・・・・・電炉メーカーに売却

輸出業者に売却

○非鉄金属・・非鉄金属商社に売却

○ＡＳＲ・・・・・自動車メーカー等の指定する引取場所に引渡し

各作業は別添フローのとおり

８時３０分～１７時 ２０人 日曜日・祝祭日業務時間 従業者数 休業日

１－２ 解体自動車等の引取実績及び計画

年 度 １４年度実績 １５年度実績 １６年度実績 許可取得後

（３年前） （２年前） （１年前） の年間計画

２０，０００台 ２２，０００台 ２４，０００台 ２５，０００台引取台数

○×商事（株） ○×商事（株） ○×商事（株） ○×商事（株）主な引取先

○○解体（株） ○○解体（株） ○○解体（株） ○○解体（株）

１－３ 破砕実績（圧縮のみも含む）

年 度 １４年度実績 １５年度実績 １６年度実績

（３年前） （２年前） （１年前）

２０，０００台 ２２，０００台 ２２，０００台年間処理実績

２８０日 ２８０日 ２８０日年間稼動日数

７１台／日 ７９台／日 ７９台／日平均処理実績

１－４ 破砕等能力

１日当処理能力 稼動予定日数 年間処理能力

１００台／日 ２８０日 ２８，０００台

１－５ 保管の状況

解体自動車 Ａ Ｓ Ｒ

１，２００台 ７，０００ｍ3保管量の上限 保管量の上限

１，０００台 ２２，０００ｍ3現在の保管量 現在の保管量

申請する事業計画を簡潔明瞭に記載してください。

記 載 例
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№
２

事
業
計
画
書



【破砕業】

１－６ 年間収支見積書

前年度（平成 年） 今年度の見込み○○
（決算月： 月） （決算月： 月）○ ○

項 目
年度計（千円） １台当（円） 年度計（千円） １台当（円）

２７６，０００ ３２，０００ ５２４，０００ ２０，０００売上高（全体） ア （総売上収入）

－１２０，０００ －５，０００ ７５，０００ ３，０００売上原価 イ （解体自動車等購入費）

２６９，１００ ３３，１５０ ２３５，８００ ９，０００その他の経費 ウ

９２，０００ １，５００ ２６，２００ １，０００うち廃棄物処理経費 エ

１２６，９００ ３，８５０ ２１３，２００ ８，１３７営業収益 オ＝ア－イ－ウ

－３，０００ －１，２００ －３，０００ －１１５営業外損益 カ

１２３，９００ ２，６５０ ２１０，２００ ８，０２３経常利益 キ＝オ＋カ

解体自動車等年間引取台数 台 台２４，０００ ２５，０００

解体自動車等年間処理台数 台 台２３，０００ ２６，２００

（参考） （千円）

前年度末 現 在

１００，０００ １００，０００負債総額（年度末残高）

（注）１ 「１台当」額は、売上原価は引取台数で、その他は処理台数で割ること。
２ 解体自動車等購入費は購入費をプラス、引取・処分料金を徴収した分はマイナスで計上すること。

引取料、処分料を徴収した場合は「－」で記入

してください。

記 載 例

-
-
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「１台当」額は、売上原価は引取台数で、

その他は処理台数で割ってください。

「損」の場合はマイナスで 「益」の場合、

はプラスで記載してください。

№３収支見積書



【破砕業】

事業計画書及び収支見積書
平成 年 月 日作成○○ ○○ ○○

２－１ 不適正に大量に保管している解体自動車等の処理計画

ＡＳＲ保管量上限を超過している廃棄物の

解体自動車種類（全て記載）（注）

ＡＳＲは自社ダンプ（１１ｔ）により搬出。保管量上限を超過している廃棄物の

解体自動車は自社で破砕処理搬出の方法

ＡＳＲ：○○興業㈱（最終処分、○市○町△丁目）搬出先の所在地及び名称

解体自動車は、破砕処理後、分別した金属については売却す

る。：○○金属㈱（△△工場（○市○町）

ＡＳＲ：埋立処理、焼却搬出先での処理の方法

金属：溶融

ＡＳＲ保管上限超過分 １５，０００ｍ3年間搬出予定量

ＡＳＲ総量 １００，０００ｍ3（種類別）

ＡＳＲ ７８，５００ｍ3過去１年間の年間搬出実績

（種類別）

平成１８年３月３１日改善完了予定年月日

搬出費用 ○○万円改善に係る予定費用

処分費用 △△万円

販売費用 □□万円 計○△□万円

自己資金改善にかかる資金の調達先

（注）解体自動車、ＡＳＲ以外の廃棄物がある場合には、その保管量も記入すること。

記 載 例
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【破砕業】

２－２ 詳細収支見積書（許可取得後１年間）

（１）総括表

単 位

８２，２００自動車破砕業による利益 （２）表ア 千円

２２５，０００保管ＡＳＲに係る処分費用 （２）表イ 千円

－１４２，８００差引 千円

自己資金 １００，０００千円差引がマイナスの場合の対応
借入金 ４２，８００千円

○○銀行××支店（上記が借入金の場合の借入先）

（２）収益の計算表
単 位

１５，０００有用部品・有用金属売却益（１台当平均） Ａ 円
－３，０００解体自動車等処分料金収入（１台当平均） Ｂ 円
３，０００ＡＳＲ等処分費（１台当平均） Ｃ 円
６，０００破砕作業工賃及び一般管理費（１台当平均） Ｃ’ 円
２５，０００新規引取解体自動車年間処理台数 Ｄ 台
７５，０００新規引取使用済自動車当利益 Ｅ＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｃ’）×Ｄ 千円
１，２００保管解体自動車年間処理台数 Ｆ 台
７，２００保管解体自動車等利益 Ｇ＝（Ａ－Ｃ－Ｃ’）×Ｆ 千円

８２，２００自動車破砕業による利益（ア） Ｈ＝Ｅ＋Ｇ 千円
２２５，０００保管ＡＳＲに係る処分費用（イ） Ｉ 千円

（３）単価（１台当平均）の算出方法
昨年度実績 ２５,０００円/台×０．６ｔ/台=１５,０００円/ｔ有用部品・有用金属売却益 →（２）のＡへ 円
昨年度平均買取価格 ３,０００円/台解体自動車等引取料金 →（２）のＢへ 円
前年度経費 １３８,０００千円/２３，０００台=８,０００円/台解体作業工賃及び管理費 →（２）のＣ’へ 円

（注）１ 処分料を支払っている場合を想定。なお、売却している場合はプラスで計上する。
２ 過去直近３年間の決算書（個人の場合は所得税納税申告書及び納税証明書）を添付する。

記 載 例

処分費を支払っている場合を想定。-
-
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処分費を支払っている

場合を想定。

№３収支見積書



【破砕業】

２－２ 詳細収支見積書（つづき）

詳細収支見積書附表

直近期の実績 単 価
項 目 （千円） 単位 主な引取先、引渡先又は 備 考

売却先
収入 廃棄物収集運搬手数料

解体自動車処分受託手数料 円／台１２０，０００ ５，０００
有用物・有用金属売却収入

３４５，０００ ２０，０００ ○○製鋼㈱ ２５,０００円/ｔ×０.６ｔ/台=１５,０００円/鉄くず 円／台
台

：
：
：
：
：

その他
ＡＳＲ引渡料金

支出 解体自動車引取費用（注）
９２，０００ ４，０００廃棄物処分委託手数料（計）
６９，０００ ３，０００ ○○興業㈱ ３０,０００円/ｔ×０.１ｔ/台=３,０００円/台ＡＳＲ 円／台

解体自動車
：
：
：
：
：
：
：
：

２３，０００ １，０００その他の廃棄物

（注） １ 決算書等の内容と実際の収入・支出の項目の対比について記入すること。
２ 直近年について作成すること。
３ 解体自動車を解体業者等から処分委託手数料を徴収して引取っている場合は収入欄に、解体自動車を買い取っている場合は支出欄に記載すること。

-
-
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法第６２条第１項（解体業者及び破砕業者）に該当しないことを誓約する書面

誓 約 書

許可申請者及びその役員、使用人は使用済自動車の再資源化に

関する法律第６２条第１項第２号イからヌまでのいずれにも該当

しない者であることを誓約します。

平成 年 月 日○○ ○○ ○○

鳥取県○○○○○○○○○○申請者 住 所

鳥取○○株式会社氏 名

代表取締役 鳥○吉○ 印

(法人にあっては、名称及び代表者名)

鳥取県知事 様

作 成 例
№
20～

25

誓

約

書
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◇◇事業計画書◇◇
・申請時点で廃車（使用済自動車）を２０台以上保管している場合には、詳細な事業計画書を作成してくだ
さい。併せて詳細収支見積書、資産に関する調書も作成してください。

◇◇事業の用に供する施設の概要書
・解体作業場等事業の用に供する全ての施設について、記載してください。また記載した全ての施設につ
いて、別紙により写真及び施設の概要を添付してください。

◇◇設計計算書
・各設備機器単位ごとの定格，寸法等の仕様が記載されているものを添付してください。
・処理能力の根拠が合理的に説明できるものを添付してください（算定根拠も含めて。）。
・排水処理，防音等関連する事項についても十分説明しうるものを添付してください。

◇◇付近の見取り図◇◇
住宅地図等設置する場所、周辺の住宅等が明確にわかる図面を利用して作成してください。

◇◇施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図◇◇
・主要な設備のみならず、処理に利用する全ての施設について、添付してください。
・ベルトコンベア等の複数の設備と組み合わせて設置する場合は、実際に設置した場合の施設全体の図
面も添付してください。
・建屋については、処理施設を設置する建屋のほか、保管施設、その他付帯設備を設置する全ての建屋
について、添付してください。

◇◇施設の配置図◇◇
事業の用に供する施設の概要書と番号を整合させてくださ・事業のように供する全ての施設について記載し、

い。
・汚水及び雨水について、敷地内及び敷地外における経路（水勾配）を、次の事項に留意の上、記載してく
ださい。
・排水路、油水分離槽等排水処理設備の設置場所を記載してください。
・廃棄物保管場所の表示位置を記載してください。

◇◇不動産登記法第17条規定の地図又は公図◇◇
・解体作業場、破砕施設を設置する事業場、保管施設等の位置を記載してください。

◇◇土地、建屋の登記事項証明書◇◇
・設置場所に係る全ての土地、解体業及び破砕業の用に供する建屋すべてについて、添付してください。
なお、証明日は、申請から か月以内のものとしてください。3

◇◇土地、施設、建屋の使用承諾書等◇◇
・土地、施設及び建屋について、所有権を有しない場合に、添付してください。また、進入路が私道等の場
合には、進入路に係る書類も添付してください。

その他の書類の注意事項
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Ⅳ 許可について

許可基準1
許可は、参考資料に記載の許可基準に適合していなければ、許可になりません。このた

め、許可申請に際して、この許可基準をあらかじめ満足させておくことが必要ですので、申請

書を提出する前に、許可基準に適合しているか自ら確認してください。

なお、解体業、破砕業の再資源化基準への適合状況も申請書審査時に確認しますので、

標準作業書の記載内容が各再資源化基準に適合しているかも併せて確認してください。

許可証の交付2
許可等の処分がなされたときは、特に申し出がない場合は、申請者の住所へ郵便又は宅

配便にて送付します。

許可証が到着した場合は、許可証に記載の内容を確認してください。なお、許可証に記

載間違いがあった場合は、申請書を提出した総合事務所へ連絡してください。

なお、解体業、破砕業の許可証に記載の許可番号は、次のルールにより付されていま

す。

解体業、破砕業の許可証に記載の許可番号について

○許可証の右上には、許可番号として 桁の番号が付されています。11

○その構成は次のとおりとなっています。

・自動車リサイクル法を示す番号を「 」とします。2

・都道府県の番号として 桁の番号を付す。（鳥取県： ）3 031

・業の種類を示す番号として 桁（別表 ）を付す。1 1

・登録・許可業者の固有番号 桁を付すが、考え方は次のとおりとする。6

【登録・許可番号の構成】
２０３１１０４１００１

固有番号 ：登録・許可年度の西暦（ ）の下二桁04 2004
：総合事務所番号（別表 ）1 2
：通し番号001

業の種類を示す番号（別表 ）1
鳥取県番号（ ）031
自動車リサイクル法を示す番号（ ）2

1 2別表 別表
1 1引取業 東部総合事務所
2 2フロン類回収業 中部総合事務所
3 3解体業 西部総合事務所
4 4破砕業 破砕前処理のみ 日野総合事務所
5破砕処理のみ
6破砕前処理及び破砕
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Ⅴ 許可後の必要手続き

更新許可の手続き1
( ) 許可の有効期間は 年です。許可証に記載してある有効年月日を過ぎると許可は失効1 5
します。このため、有効期間後も引き続いて業務を行おうとする場合は、更新許可の申請

が必要です。

( ) 更新許可の手続きは、許可期限の か月前を目安に行ってください。（更新の案内は、2 2
ありませんので、注意してください。）

( ) 更新に関する許可基準は、新規に許可を取得しようとする者に対する基準と同じになり3
ます。

変更許可の手続き2
破砕業において、次のように事業の範囲を変更しようとする場合には、あらかじめ変更許

可を受ける必要があります。

( ) 破砕前処理のみ→破砕前処理＋破砕1
( ) 破砕処理のみ →破砕前処理＋破砕2

変更の届出3
ページ「解体業、破砕業関係変更届出事項・必要書類一覧」に示す事項について変45

更したときは、変更の日から 日以内に、変更届出書を提出していただく必要があります。30

廃止の届出4
事業の全部若しくは一部を廃止した場合は、廃止の日から 日以内に廃止届出書を提30
出していただく必要があります。





参 考 資 料



№ 確認欄 内容

解体業、破砕業許可申請書1 □

( ) 申請者□ 1
・氏名・住所が住民票（法人は、登記簿謄本）の内容と一致しているか。□

・押印はあるか。□

( ) 事業の範囲（破砕業のみ）□ 2
・破砕前処理のみ、破砕処理のみ又はその両方が記載されているか。□

( ) 事業所の名称□ 3
( ) 事業所の所在地□ 4
( ) 事業の用に供する施設の概要□ 5
・申請書に記載できない場合、別紙は添付しているか。□

( ) 業を行おうとする事業所以外の場所で、使用済自動車等の積替え又は保管を行う場合には、当該場所の□ 6
所在地、面積及び保管量の上限

・申請書に記載できない場合、別紙は添付しているか□

( ) 既に解体業又は破砕業の許可を有している場合は、その許可番号□ 7
( ) 他に廃棄物処理法に基づく処理業の許可を有している場合は、その許可番号□ 8
( ) 役員、使用人、法定代理人、株主等□ 9
・氏名・住所が住民票等と一致しているか。□

・役員は、登記簿謄本の内容と一致しているか。□

・ふりがなは記載してあるか。□

・発行済み株式の総数、出資の額は登記簿謄本の内容と一致しているか。□

事業計画書2 □

・記載もれはないか。□

・計算に間違いはないか□

収支見積書3 □

・記載もれはないか。□

・計算に間違いはないか。□

事業の用に供する施設の概要書4 □

( ) 事業所の名称及び所在地□ 1
( ) 施設名□ 2
( ) 番号等□ 3
・施設の配置図（№ ）どおりに番号が記載されているか。□ 7

( ) 面積・保管量等□ 4
・最大保管量を記載しているか。

・全ての保管施設について、記載しているか。5 □

・保管場所の図面（平面図）は添付してあるか。□

・保管能力の根拠（計算式）を記載してあるか。□

・施設の配置図（№ ）に記載の№と整合が取れているか。□ 7
施設付近の見取図6 □

施設の配置図7 □

・処理施設・保管施設を、わかりやすく記載しているか。□

・囲い、雨水排水路（水勾配）、排水処理設備（油水分離槽等）、表示の設置位置は記載されているか。□

施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書8 □

・処理に使用するすべての施設（保管施設、付帯設備）について、図面を添付しているか。□

・複数の設備と組み合わせて使用する場合は、施設全体の図面を添付しているか。□

・設計計算書は、各設備機器単位ごとの定格、寸法等の使用が記載されているか。□

・設計計算書は、処理能力の根拠が合理的に説明できているか。□

・設計計算書は、排水処理、防音等関連する事項についても十分説明されているか。□

不動産登記法第 条規定の地図又は公図9 □ 17
・公図の写しと設置計画地との位置関係を明示しているか。□

□ ・処理施設、保管施設、事業場の位置を記載しているか。

土地、建屋の登記簿謄本10 □

・ か月以内のものか。□ 3
・申請書に記載のすべての土地、業の用に供する建屋について整備しているか。□

土地、施設、建屋の使用承諾書11 □

・使用期間が過ぎていないか。□
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・施設進入路に係る書類は整備されているか。□

標準作業書12 □

□ ・記載漏れはないか。

□ ・内容に間違いはないか。

定款又は寄付行為13 □

申請法人の登記簿謄本14 □

・ か月以内のものか。□ 3
申請者の住民票、登記事項証明書、申告書、外国人登録証明書（外国人）15 □

・ か月以内のものか。□ 3
□ ・住民票は、本籍の記載があるものか。

法定代理人の住民票、登記事項証明書、申告書、外国人登録証明書（外国人）16 □

□ ・ か月以内のものか。3
・住民票は、本籍の記載があるものか。□

役員の住民票、登記事項証明書、申告書、外国人登録証明書（外国人）17 □

・すべての役員について、添付しているか。□

・ か月以内のものか。□ 3
・住民票は、本籍の記載があるものか。□

株主等の住民票、登記事項証明書、申告書、外国人登録証明書（外国人）18 □

・すべての株主等について、添付しているか。□

・ か月以内のものか。□ 3
・住民票は、本籍の記載があるものか。□

株主等の登記簿謄本19 □

・ か月以内のものか。□ 3
使用人の住民票、登記事項証明書、誓約書、外国人登録証明書（外国人）20 □

・ か月以内のものか。□ 3
・住民票は、本籍の記載があるものか。□

法人税の納税証明書21 □

・直前 年分を整備しているか。□ 3
賃借対照表22 □

・直前 年分を整備しているか。□ 3
・債務超過となっている場合は、対応が示されているか。□

損益計算書23 □

・直前 年分を整備しているか。□ 3
確定申告書（写）24 □

・直前 年分を整備しているか。□ 3
確定申告書の「所得金額に関する明細書」25 □

・直前 年分を整備しているか。□ 3
資産調書26 □

所得税の納税証明書27 □

・直前 年分を整備しているか。□ 3



解体施設、破砕施設設置に係る主な関係法令相談窓口

解体業、破砕業のように供する施設を設置するに当たり、自動車リサイクル法以外にも法律等に基づく手続が必

要になる場合がありますので、以下の相談窓口で確認してください。

（平成 年 月 日現在）18 4 1

法律名 関係条文（必要手続き等） 相談窓口

国土利用計画法 第 条（権利の移転等の届出） 各市町村役場23

都市計画法 第 条（開発行為許可申請） ①鳥取市・米子市・倉吉市の各市役所、湯梨浜町・三朝町・29
琴浦町の各町役場

②上記以外の市町村：各総合事務所地方県土整備局

公有水面埋立法 第 条（埋立の免許） 県庁空港港湾課(港湾(境港以外)、漁港)、境港管理組合(境2
港のみ）、県庁河川課(港湾、漁港以外）

建築基準法 第 条（建築確認申請） 特定行政庁（鳥取市・米子市の各市役所、東部総合事務所地6
方県土整備局、中部総合事務所県土整備局、西部総合事務

第 条（ただし書き許可申請） 所県土整備局）51

農地法 第 条（転用許可申請・届出） 市町村農業委員会4

第 条（転用目的での権利移動5
の許可申請・届出）

農業振興地域の整備に 第 条（農業振興地域整備計画 各市町村役場13
関する法律 の変更）

第 条の （開発行為の許可15 15
申請）

海岸法 第 条（海岸保全区域の占用許 鳥取地方県土整備局、中部総合事務所県土整備局、西部総7
可申請） 合事務所県土整備局

第 条（海岸保全区域の開発行8
為の許可申請）

港湾法 第 条（港湾区域・港湾隣接地 県庁空港港湾課37
域の工事等の許可申請）

第 条の （臨港地区内におけ38 2
る行為の届出）

道路法 第 条（道路の占用の許可申請） 道路管理者（国土交通省鳥取工事事務所・倉吉工事事務所、32
各県土整備局、各市町村役場）

漁港漁場整備法 第 条（工作物建設等の許可） 県庁空港港湾課39

河川法 第 条（河川区域の占有許可申 河川管理者（国土交通省鳥取河川国道事務所・倉吉河川国24
請） 道事務所・日野川河川事務所、各地方県土整備局、各総合

第 条（河川区域の工作物の新 事務所県土整備局、各市町村役場）26
築等の許可申請）

第 条（河川区域の土地の掘削27
等の許可申請）

第 条（河川保全区域における55
行為の許可申請

第 条（河川予定地における行57
為の許可申請）

急傾斜地の崩壊による 第 条（急傾斜地崩壊危険区域 各総合事務所県土整備局7
災害の防止に関する法 内における行為の許可申請）

律

地すべり等防止法 第 条（地すべり防止区域にお 各総合事務所県土整備局18
ける行為の許可申請）

砂防法 第 条（砂防指定地における行 各総合事務所県土整備局4
為の許可申請）

森林法 第 条の （開発行為の許可） 各総合事務所農林局10 2

第 条（保安林の指定解除申27
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請）

第 条（保安林における立木伐34
採の許可申請）

土地改良法施行令 第 条（他目的への使用等承認 各地区土地改良区59
申請）

土地区画整理法 第 条（土地区画整理事業施行 各市町村役場76
地域内における行為の許可申請）

文化財保護法 第 条の （周知の埋蔵文化財 各市町村教育委員会57 2
包蔵地の発掘の届出）

第 条（現状変更等の許可申80
請）

自然公園法 第 条（特別地域における行為 県庁公園自然課13
の許可申請）

第 条（普通地域における行為26
の届出）

自然環境保全法 第 条（特別地区における行為 各総合事務所生活環境局25
の許可申請）

第 条（海中特別地区における27
行為の許可申請）

第 条（普通地区における行為28
の届出）

都市公園法 第 条（都市公園の占用の許可申 各総合事務所県土整備局6
請）

鳥獣の保護及び狩猟の 第 条（特別保護地区における 各総合事務所生活環境局29
適正化に関する法律 行為の許可申請）

消防法 第 条の (圧縮アセチレンガス等 各広域行政管理組合消防局9 2
の貯蔵又は取扱いの届出)

第 条（危険物貯蔵所等の設置11
許可申請）

国有財産法 第 条（国有財産の引継：国有財 各市町村8
産の用途廃止申請）

高圧ガス保安法 第 条・第 条の （高圧ガス 県庁消防課16 17 2
の貯蔵の許可申請・届出）

電気事業法 第 条（自家用電気工作物の使 中国経済産業局電力・ガス事業部電力安全課53
用の開始の届出）

大気汚染防止法 第 条（ばい煙発生施設の設置の 各総合事務所生活環境局6
届出）

〃
水質汚濁防止法 第 条（特定施設の設置の届出）5

騒音規制法 第 条（特定施設の設置の届出） 各市町村役場6

振動規制法 第 条（特定施設の設置の届出） 各市町村役場6

ダイオキシン類対策特別 第 条（特定施設の設置の届出） 各総合事務所生活環境局12
措置法

下水道法 第 条の （使用の開始等の届 各市町村役場11 2
出）

第 条の （特定施設の設置等12 3
の届出）

鳥取県景観形成条例 第 条（景観形成地域における 各総合事務所生活環境局、各総合事務所地方県土整備局11
特定行為の届出）

上記関係法令は、破砕業に係る産業廃棄物処理施設の設置に関連する主なものを掲載しており、設置する施設の種類、規模

等によっては対象とならない場合があります。また、上記以外の関係法令・条文が適用される場合があります。



解体施設、破砕施設設置に係る主な関係法令チェックシート

法律名 関係条文（必要手続き等） 手続き状況
手続き必要

確認年月日・確認先
性の有無

国土利用計画法 第 条（権利の移転等の届出）23

都市計画法 第 条（開発行為許可申請）29

公有水面埋立法 第 条（埋立の免許）2

建築基準法 第 条（建築確認申請）6

第 条（ただし書き許可申請）51

農地法 第 条（転用許可申請・届出）4

第 条（転用目的での権利移動の5
許可申請・届出）

農業振興地域の整備に 第 条（農業振興地域整備計画13
関する法律 の変更）

第 条の （開発行為の許可15 15
申請）

海岸法 第 条（海岸保全区域の占用許可7
申請）

第 条（海岸保全区域の開発行為8
の許可申請）

港湾法 第 条（港湾区域・港湾隣接地37
域の工事等の許可申請）

第 条の （臨港地区内におけ38 2
る行為の届出）

道路法 第 条（道路の占用の許可申請）32

漁港法 第 条（工作物建設等の許可）39

河川法 第 条（河川区域の占有許可申24
請）

第 条（河川区域の工作物の新26
築等の許可申請）

第 条（河川区域の土地の掘削27
等の許可申請）

第 条（河川保全区域における55
行為の許可申請

第 条（河川予定地における行57
為の許可申請）

急傾斜地の崩壊による災 第 条（急傾斜地崩壊危険区域7
害の防止に関する法律 内における行為の許可申請）

地すべり等防止法 第 条（地すべり防止区域にお18
ける行為の許可申請）

砂防法 第 条（砂防指定地における行為4
の許可申請）

森林法 第 条の （開発行為の許可）10 2

第 条（保安林の指定解除申27
請）

第 条（保安林における立木伐34
採の許可申請）

土地改良法施行令 第 条（他目的への使用等承認59
申請）

土地区画整理法 第 条（土地区画整理事業施行76
地域内における行為の許可申請）

文化財保護法 第 条の （周知の埋蔵文化財57 2
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包蔵地の発掘の届出）

第 条（現状変更等の許可申80
請）

自然公園法 第 条（特別地域における行為13
の許可申請）

第 条（普通地域における行為26
の届出）

自然環境保全法 第 条（特別地区における行為25
の許可申請）

第 条（海中特別地区における27
行為の許可申請）

第 条（普通地区における行為28
の届出）

都市公園法 第 条（都市公園の占用の許可申6
請）

鳥獣の保護及び狩猟の 第 条（特別保護地区における29
適正化に関する法律 行為の許可申請）

消防法 第 条の （圧縮アセチレンガス9 2
等の貯蔵又は取扱いの届出）

第 条（危険物貯蔵所等の設置11
許可申請）

国有財産法 第 条（国有財産の引継：国有財8
産の用途廃止申請）

高圧ガス保安法 第 条・第 条の （高圧ガス16 17 2
の貯蔵の許可申請・届出）

電気事業法 第 条（自家用電気工作物の使53
用の開始の届出）

大気汚染防止法 第 条（ばい煙発生施設の設置の6
届出）

水質汚濁防止法 第 条（特定施設の設置の届出）5

騒音規制法 第 条（特定施設の設置の届出）6

振動規制法 第 条（特定施設の設置の届出）6

ダイオキシン類対策特別 第 条（特定施設の設置の届出）12
措置法

下水道法 第 条の （使用の開始等の届11 2
出）

第 条の （特定施設の設置等12 3
の届出）

鳥取県景観形成条例 第 条（景観形成地域における11
特定行為の届出）



解体業の許可の基準
（平成 年 月 日現在）18 4 1

条文 項 号 記 載 内 容 等

法第 条 都道府県知事は解体業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしては62 1
ならない。

その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとし1
て環境省令（規則第 条）で定める基準に適合するものであること。57

規則第 施設に係る基準57 1
条

イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管す
る場合、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場
所の範囲が明確であること。

ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合には、当
該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすこと。
ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収すること等必要な措置が講じられることが

標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。

( ) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以1
上の効果を有する措置が講じられていること。

( ) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられて2
いること。

ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油（自動車の燃料に限る。）を回収する場合には、当該場
所が次に掲げる要件を満たすこと。

( ) 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果1
を有する措置が講じられていること。

( ) 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置及びこ2
れに接続している排水溝が設けられていること。

ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。

( ) 使用済自動車から廃油（自動車の燃料を除く。）及び廃液を回収することができる装置を有すること。た1
だし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記
載から明らかな場合は、この限りではない。

( ) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以2
上の効果を有する措置が講じられていること。

( ) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられて3
いること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所
からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この
限りではない。

( ) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がか4
からないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等
による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設
けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。

ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出
するおそれのあるものを保管する場合には、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、
保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準
作業書の記載から明らかな場合は、この限りではない。

( ) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以1
上の効果を有する措置が講じられていること。

( ) 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水が2
かからないようにするための設備を有すること。

解体業許可申請者の能力に係る基準2

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

( ) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法1

( ) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法2

( ) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法（指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。）3

( ) 油水分離装置及びためます等の管理の方法（これらを設置する場合に限る。）4

- -37
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( ) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物（解体自動車及び指定回収物品を除く。）5
の処理の方法

( ) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法6

( ) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法7

( ) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法8

( ) 火災予防上の措置9

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

法第 条 申請者が次のいずれにも該当しないこと。62 1 2

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 年を経過しな5
い者

ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法 （昭和 年法律第 号）その他生活環境の保全を目的とする法58 43
令で政令（政令第 条）で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行6
為の防止等に関する法律 （平成 年法律第 号。第 条第 項を除く。）の規定に違反し、又は刑法3 77 31 7
（明治 年法律第 号）第 条 、第 条、第 条、第 条の 、第 条若しくは第 条40 45 204 206 208 208 3 222 247
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正 年法律第 号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、15 60
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 年を経過しない者5

66 72 7 4 14ニ 第 条（第 条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第 条の 若しくは第
3 2 14 6 41条の の （廃棄物処理法第 条の において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第

条第 項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から 年を経過しない者（当該許可を取り消され2 5
5 88 15た者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 （平成 年法律第 号）第

条の規定による通知があった日前 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から 年を経60 5
過しないものを含む。）

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 条第 号に規定する暴力団員（以下この号にお2 6
いて「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から 年を経過しない者（以下この号において「暴力5
団員等」という。）

ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該
当するもの

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

※政令第 条5
法第 条第 項第 号、第 条第 項第 号チ及びヌ並びに第 条第 項第 号に規定する政令で定める使用人は、61 1 3 62 1 2 68 1 4

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する
権限を有する者を置くもの

※政令第 条6
法第 条第 項第 号ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。62 1 2

一 大気汚染防止法（昭和 年法律第 号）43 97
二 騒音規制法 （昭和 年法律第 号）43 98
三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 （昭和 年法律第 号）45 136
四 水質汚濁防止法 （昭和 年法律第 号）45 138
五 悪臭防止法 （昭和 年法律第 号）46 91
六 振動規制法 （昭和 年法律第 号）51 64
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 （平成 年法律第 号）4 108
八 ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第 号）105
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 （平成 年法律第 号）13 65
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破砕業の許可の基準
（平成 年 月 日現在）18 4 1

条文 項 号 記 載 内 容 等

法第 条 都道府県知事は破砕業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしては69 1
ならない。

その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ継続して行うに足りるものとし1
て環境省令（規則第 条）で定める基準に適合するものであること。62

規 則 第 施設に係る基準62 1
条

イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自
動車を保管する場所を有すること。

ロ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によっ
て生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。

ハ 解体自動車の破砕を行う場合には、次のとおりであること。

1 15 1( ) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合は、廃棄物処理法第 条第
項又は第 条の の 第 項の規定による許可を受けている施設であること。15 2 5 1

( ) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合は、廃棄物が飛散2
し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じら
れた施設であること。

ニ 解体自動車の破砕を行う場合には、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であっ

て、次に掲げる要件を満たすものを有すること。

( ) 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果1
を有する措置が講じられていること。

( ) 自動車破砕残さの保管に伴い、汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場2
合、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理

施設及び排水溝（以下、「排水処理施設等」という。）が設けられていること。

( ) 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等が3
かからないようにするための設備を有すること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために

十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による

汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。

( ) 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。4

破砕業許可申請者の能力に係る基準2

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

( ) 解体自動車の保管の方法1

( ) 解体自動車の破砕前処理を行う場合には、解体自動車の破砕前処理の方法2

( ) 解体自動車の破砕を行う場合には、解体自動車の破砕の方法3

( ) 排水処理施設の管理の方法（排水処理施設を設置する場合に限る。）4

( ) 解体自動車の破砕を行う場合、自動車破砕残さの保管の方法5

( ) 解体自動車の運搬の方法6

( ) 解体自動車の破砕を行う場合、自動車破砕残さの運搬の方法7

( ) 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法8

( ) 火災予防上の措置9

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

法第 条 申請者が次のいずれにも該当しないこと。69 1 2

イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 年を経過しな5
い者

ハ この法律、廃棄物処理法、浄化槽法 （昭和 年法律第 号）その他生活環境の保全を目的とする法58 43
令で政令（政令第 条）で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行6
為の防止等に関する法律 （平成 年法律第 号。第 条第 項を除く。）の規定に違反し、又は刑法3 77 31 7
（明治 年法律第 号）第 条 、第 条、第 条、第 条の 、第 条若しくは第 条40 45 204 206 208 208 3 222 247
の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正 年法律第 号）の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、15 60
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 年を経過しない者5

66 72 7 4 14ニ 第 条（第 条において読み替えて準用する場合を含む。）、廃棄物処理法第 条の 若しくは第
3 2 14 6 41条の の （廃棄物処理法第 条の において読み替えて準用する場合を含む。）又は浄化槽法第

条第 項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から 年を経過しない者（当該許可を取り消され2 5
5 88 15た者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 （平成 年法律第 号）第

条の規定による通知があった日前 日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から 年を経60 5
過しないものを含む。）

ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

ヘ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 条第 号に規定する暴力団員（以下この号にお2 6
いて「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から 年を経過しない者（以下この号において「暴力5
団員等」という。）

ト 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからヘまでのいずれかに該
当するもの

チ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

リ 法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの

ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの

※政令第 条5
法第 条第 項第 号、第 条第 項第 号チ及びヌ並びに第 条第 項第 号に規定する政令で定める使用人は、61 1 3 62 1 2 68 1 4

申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所）
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、解体業又は破砕業に係る契約を締結する
権限を有する者を置くもの

※政令第 条6
法第 条第 項第 号ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。62 1 2

一 大気汚染防止法（昭和 年法律第 号）43 97
二 騒音規制法 （昭和 年法律第 号）43 98
三 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 （昭和 年法律第 号）45 136
四 水質汚濁防止法 （昭和 年法律第 号）45 138
五 悪臭防止法 （昭和 年法律第 号）46 91
六 振動規制法 （昭和 年法律第 号）51 64
七 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 （平成 年法律第 号）4 108
八 ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第 号）105
九 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 （平成 年法律第 号）13 65



解体業者の行為義務
（平成 年 月 日現在）18 4 1

法 律 省 令

（解体業者の引取義務） （解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由）

第 条 解体業者は、引取業者から第 条の使用済自動 第 条 法第 条の主務省令で定める正当な理由は、次の15 10 4 15
車の引取りを求められ、又はフロン類回収業者から前条の とおりとする。

使用済自動車の引取りを求められたときは、省令で定める 一 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引

正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取 取りが困難であること。

らなければならない。 二 当該使用済自動車に異物が混入していること。

三 当該使用済自動車の引取りにより当該解体業者が行う

使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。

四 当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に

係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。

五 当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩

序若しくは善良の風俗に反するものであること。

（解体業者の再資源化実施義務等）

第 条 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解16
体を行うときは、当該使用済自動車から有用な部品を分離

して部品その他製品の一部として利用することができる状

態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行

わなければならない。

（解体業者による再資源化に関する基準）２ 前項の再資源化は、解体業者による使用済自動車の再

資源化に関する基準として省令で定める基準に従い、行わ 第 条 法第 条第 項の主務省令で定める基準は、次の9 16 2
なければならない。 とおりとする。

一 部品、材料その他の有用なものを回収することができる

と認められる使用済自動車又は解体自動車については、

当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じる

ことのないように、適正に保管するよう努めること。

二 使用済自動車から鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び

室内照明用の蛍光灯（以下「鉛蓄電池」という。）を回収

し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等

の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行

うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。

三 技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又

は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの（鉛蓄

電池等を除く。）を回収し、当該有用なものの再資源化を

自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる

者に当該有用なものを引き渡すこと。

四 前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用

なものについては、その再資源化を行うまでの間（当該再

資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合、当

該引き渡しを行うまでの間）、適正に保管するよう努めるこ

と。

３ 解体業者は、第 項に規定する引き取った使用済自動1
車の解体を行うときは、当該使用済自動車から指定回収物

品を回収し、第 条の規定により特定再資源化等物品を21
引き取るべき自動車製造業者等に当該指定回収物品を引

き渡さなければならない。この場合において、当該自動車

製造業者等が第 条第 項の規定により引取基準を定22 1
めているときは、当該引取基準に従い、これを引き渡さなけ

ればならない。

（解体自動車の全部を利用する方法）４ 解体業者は、第 項に規定する引き取った使用済自動1
車の解体を行ったときは、他の解体業者又は破砕業者に 第 条 法第 条第 項の主務省令で定める方法は、次10 16 4
当該使用済自動車に係る解体自動車を引き渡さなければ のとおりとする。

ならない。ただし、解体自動車全部利用者（解体自動車を 一 当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方

引き取り、当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用 法

する方法その他の残さを発生させないものとして省令で定 二 当該解体自動車の全部を製品の原料として利用するも

- 41 -
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める方法によりこれを利用する者をいう。以下同じ。）に引き のとして輸出する方法

渡す場合は、この限りではない。

（解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証５ 解体業者は、前項ただし書の規定により解体自動車全部

する書類）利用者に解体自動車を引き渡したときは、その事実を証す

る書面として省令で定めるものをその引き渡しの日から省 第 条 法第 条第 項の主務省令で定める書面は、法11 16 5
令で定める期間保存しなければならない。 第 条第 項ただし書又は第 条第 項ただし書の規16 4 18 2

定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡さ

れた解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に

掲げる事項を記載したものとする。

一 当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称

二 当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称

三 当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き

取った年月日

四 当該解体自動車の車体番号

（解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証

する書面の保存期間）

第 条 法第 条第 項（同条第 項及び法第 条第12 16 5 7 18
項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める8

期間は、 年とする。5
６ 解体業者は、その引き取った使用済自動車の解体を自ら

行わないときは、速やかに、他の解体業者に当該使用済自

動車を引き渡さなければならない。

７ 第 項、第 項及び第 項の規定は、解体業者が引き1 2 3
取った解体自動車の解体について準用する。



破砕業の行為義務
（平成 年 月 日現在）18 4 1

法 律 省 令

（破砕業者の引取義務） （解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由）

第 条 破砕業者は、解体業者から前条第 項の解体自 第 条 法第 条の主務省令で定める正当な理由は、次の17 4 4 17
動車の解体自動車の引取りを求められたときは、省令で定 とおりとする。

める正当な理由がある場合を除き、当該解体自動車を引き 一 天災その他やむを得ない事由により解体自動車の引取

取らなければならない。 りが困難であること。

二 当該解体自動車に異物が混入していること。

三 当該解体自動車の引取りにより当該破砕業者が行う解

体自動車の適正な保管に支障が生じること。

四 当該解体自動車の引取りの条件が解体自動車に係る

通常の取引の条件と著しく異なるものであること。

五 当該解体自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序

若しくは善良の風俗に反するものであること。

（破砕業者の再資源化実施義務等） （破砕業者による破砕前処理に関する基準）

第 条 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕 第 条 法第 条第 項の主務省令で定める基準は、解18 14 18 1
前処理を行うときは、破砕業者による解体自動車の再資源 体自動車に異物を混入しないこととする。

化を促進するための破砕前処理に関する基準として主務

省令で定める基準に従い、その破砕前処理を行わなけれ

ばならない。

２ 破砕業者は、前項の破砕前処理を行ったときは、自ら破

砕前処理を行った後にその解体自動車の破砕を行う場合

を除き、他の破砕業者（破砕前処理のみを業として行う者を

除く。）に当該解体自動車を引き渡さなければならない。た

だし、解体自動車全部利用者に引き渡す場合は、この限り

でない。

（解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由）３ 破砕業者（破砕前処理のみを業として行う者を除く。）は、

他の破砕業者（破砕前処理のみを業として行う者に限る。） 第 条 法第 条の主務省令で定める正当な理由は、次の4 17
から前項の解体自動車の引取りを求められたときは、主務 とおりとする。

省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該解体自 一 天災その他やむを得ない事由により解体自動車の引取

動車を引き取らなければならない。 りが困難であること。

二 当該解体自動車に異物が混入していること。

三 当該解体自動車の引取りにより当該破砕業者が行う解

体自動車の適正な保管に支障が生じること。

四 当該解体自動車の引取りの条件が解体自動車に係る

通常の取引の条件と著しく異なるものであること。

五 当該解体自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序

若しくは善良の風俗に反するものであること。

４ 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕を行うと

きは、当該解体自動車から有用な金属を分離して原材料と

して利用することができる状態ににすることその他の当該解

体自動車の再資源化を行わなければならない。

（破砕業者による再資源化に関する基準）５ 前項の再資源化は、破砕業者による解体自動車の再資

源化に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行 第 条 法第 条第 項の主務省令で定める基準は、次16 18 5
わなければならない。 のとおりとする。

一 技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウム

その他の金属を分別して回収すること。

二 自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動

車の破砕を行うこと。

６ 破砕業者は、第 項の破砕を行ったときは、第 条の4 21
規定により特定再資源化等物品を引き取るべき自動車製

造業者等に自動車破砕残さを引き渡さなければならない。

22 1この場合において、当該自動車製造業者等が第 条第

項の規定により引取基準を定めているときは、当該引取基

準に従い、これを引き渡さなければならない。
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７ 破砕業者は、その引き取った解体自動車の破砕及び破

砕前処理を自ら行わないときは、速やかに、他の破砕業者

に当該解体自動車を引き渡さなければならない。

（解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証８ 第 条第 項の規定は、破砕業者が第 項ただし書の16 5 2
する書類）規定により解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡

したときについて準用する。 第 条 法第 条第 項の主務省令で定める書面は、法11 16 5
第 条第 項ただし書又は第 条第 項ただし書の規16 4 18 2
定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡さ

れた解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に

掲げる事項を記載したものとする。

一 当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称

二 当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称

三 当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き

取った年月日

四 当該解体自動車の車体番号

（解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証

する書面の保存期間）

第 条 法第 条第 項（同条第 項及び法第 条第12 16 5 7 18
項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める8

期間は、 年とする。5



解体業・破砕業関係変更届出事項・必要書類一覧

変更事項 氏 名 名 称 住 所 法 定 役 員 株主等 使用人 保 管 標 準事業所等 事業の用

(個人) (法人) 代理人 (法人) (法人) 施 設 作業書の所在地 に供する
※ ※２ ※３書 類

1
施設

変更届出書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業の用に供する施設 ○ ○ ○

施設付近の見取図 ○ ○ ○

施設の配置図 ○ ○

施設の平面図等 ○ ○ ○

○ ○
不動産登記法第 条規定の地図､17
公図

土地の登記簿謄本 ○ ○

施設・土地の使用承諾書 ○ ○

＊４標準作業書 ○

定款又は寄付行為 ○ ○

法人の登記簿謄本 ○ ○ ○ ○

住民票 ○ ○ ○ ○ ○ ○

登記事項証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○

外国人登録証明書（外国人） ○ ○ ○ ○ ○ ○

誓約書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ ：現在地とは別に、解体施設、破砕施設を新たに設置する場合1

※ ：現在地の解体施設、破砕施設を変更する場合。変更のあった書類のみ提出してください。2

※ ：現在地とは別に、新たに保管施設を設置する場合3

※ ：標準作業書の変更事項を申請書に記載できない場合は標準作業書の写しを添付してください。4
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古紙配合率１００％再生紙を使用しています


